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正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第10条第１項第17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

a．資本金の額（令和２年11月末日現在） 

資本金の額 200,000千円

発行可能株式総数 21,500株

 うち 普通株式 13,500株

 うち Ａ種類株式 8,000株

発行済株式総数 12,700株

 うち 普通株式 9,700株

 うち Ａ種類株式 3,000株

※Ａ種類株式は、議決権を有しません。 

 

b．最近５年間における資本金の額の増減 

平成28年１月29日： 45,000千円 （増資） 

 



c．会社の機構（令和２年11月末日現在） 

 

 

＜投資運用の意思決定機構＞ 

 
 

 

運用業務・責任内容 

○ 社長 

・ 運用哲学、運用方針が遵守されているかの管理監督 

・ 運用・調査の人材確保と教育体制の確立 

・ 投資政策委員会の活動の監督 



 

○ 投資政策委員会 

・ 毎月１回会議を開催、基本的な運用方針等の審議決定 

・ 運用部長を議長とし、社長、業務管理部長、コンプライアンス室長および主要運用担当者で

構成 

・ 運用プロセスおよび成果等リスクの分析管理 

 

○ 運用部 

・ 投資政策委員会の決定した運用方針ならびにアセット・アロケーションに従ったポートフォ

リオ運用の実行 

・ ポートフォリオ運用に必要なマクロ・ミクロの調査の実行 

・ 投資成果とガイドラインに準じた運用への責任、その結果を投資政策委員会や必要に応じて

受益者に報告すること 

・ 運用会議を開催、投資環境の見直し、組入れ銘柄（商品）の策定 

 

○ 業務管理部（計理） 

・ 日々の純資産総額および基準価額の算出を行い、その内容を運用担当者および投資政策委員

会に報告すること 

・ 運用指図を行った有価証券等の約定、決済状況の確認 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の

設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用指図（投資運用業）

および受益権の直接募集（第二種金融商品取引業）を行っています。 

令和２年11月末日現在、委託会社が運用指図を行っている証券投資信託は以下のとおりです。 

種類 本数 純資産総額 

公募投資信託 
追加型株式投資信託 

ファンド・オブ・ファンズ 
１本 8,424,181,018円 

 



３．委託会社等の経理状況 

（１）委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内

閣府令第52号）に基づいて作成しております。 

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条の規

定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成して

おります。 

なお、財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 

（２）委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第12期事業年度（自平成31年４月１

日 至令和２年３月31日）の財務諸表について、イデア監査法人により監査を受けております。 

また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期中間会計期間（自令和２年４月１日 

至令和２年９月30日）の中間財務諸表について、イデア監査法人により中間監査を受けております。 

 



財務諸表 

 

（１）貸借対照表 

 (単位：千円) 

 

 

前事業年度 

（平成31年３月31日） 

当事業年度 

（令和２年３月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金・預金 

直販顧客分別金信託 

貯蔵品 

仮払金 

前払費用 

未収入金 

未収委託者報酬 

 

 

 

 

 

12,361 

75,308 

715 

21 

455 

239 

25,136 

 

 

 

 

 

28,370 

71,623 

1,109 

- 

477 

720 

29,863 

  流動資産合計  114,237  132,165 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※１ 

器具備品 ※１ 

その他 ※１ 

  

 

0 

0 

0 

  

 

0 

5,660 

0 

有形固定資産合計  0  5,660 

無形固定資産 

ソフトウェア ※１ 

  

0 

  

1,015 

無形固定資産合計  0  1,015 

投資その他の資産 

投資有価証券 

差入保証金 

  

66,446 

1,920 

  

50,779 

1,920 

投資その他の資産合計  68,366  52,699 

固定資産合計  68,366  59,374 

資産合計  182,604  191,540 

負債の部 

流動負債 

一年内償還予定の社債 

預り金 

顧客からの預り金 

未払金 

未払費用 

未払法人税等 

  

 

- 

1,962 

2,000 

8,103 

- 

1,432 

  

 

20,000 

3,263 

8,050 

3,524 

16 

1,528 

流動負債合計  13,498  36,384 

固定負債     



社債 

繰延税金負債 

 - 

11,442 

 10,000 

7,742 

固定負債合計  11,442  17,742 

負債合計  24,940  54,126 

純資産の部     

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 

その他資本剰余金 

  

200,000 

 

95,000 

16,243 

  

200,000 

 

95,000 

16,243 

資本剰余金合計  111,243  111,243 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

  

 

△179,701 

  

 

△191,506 

利益剰余金合計  △179,701  △191,506 

株主資本合計  131,541  119,736 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

  

26,122 

  

17,677 

評価・換算差額等合計  26,122  17,677 

純資産合計  157,663  137,413 

負債純資産合計  182,604  191,540 



（２）損益計算書 

 (単位：千円) 

前事業年度 

(自 平成30年４月１日 

  至 平成31年３月31日） 

当事業年度 

(自 平成31年４月１日 

  至 令和２年３月31日） 

営業収益 

委託者報酬 

  

47,310 

  

52,408 

営業収益合計  47,310  52,408 

営業費用 

支払手数料 

委託計算費 

営業雑経費 

通信費 

印刷費 

協会費 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,856 

15,685 

8,813 

3,982 

4,105 

725 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,871 

17,400 

9,872 

4,790 

4,302 

779 

営業費用合計  26,354  29,144 

一般管理費 

給料 

役員報酬 

給料手当 

旅費交通費 

租税公課 

不動産賃借料 

固定資産減価償却費 

諸経費 

支払手数料 

消耗品費 

水道光熱費 

雑費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,371 

8,565 

18,806 

899 

1,512 

3,594 

1,201 

6,318 

5,486 

156 

287 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,866 

7,410 

18,456 

745 

1,699 

3,594 

659 

6,604 

5,545 

166 

287 

606 

一般管理費合計  40,897  39,170 

営業損失  19,942  15,906 

営業外収益 

受取利息 

雑収入 

  

0 

8 

  

0 

8 

営業外収益合計  8  8 

営業外費用 

社債利息 

  

- 

  

16 

営業外費用合計  -  16 

経常損失  19,933  15,914 

特別利益 

投資有価証券売却益 

  

1,563 

  

4,696 



特別利益合計  1,563  4,696 

特別損失 

減損損失 ※１ 

  

7,065 

  

- 

特別損失合計  7,065  - 

税引前当期純損失  25,435  11,218 

法人税、住民税及び事業税  586  586 

当期純損失  26,022  11,804 



（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日） 

(単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 
資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

その他利益

剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 200,000 95,000 16,243 111,243 △153,679 △153,679 157,563 

当期変動額        

当期純利益     △26,022 △26,022 △26,022 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
       

当期変動額合計 - - - - △26,022 △26,022 △26,022 

当期末残高 200,000 95,000 16,243 111,243 △179,701 △179,701 131,541 

 

 

評価・換算差額等 

純資産 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等 

合計 

当期首残高 30,281 30,281 187,844 

当期変動額    

当期純利益   △26,022 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△4,158 △4,158 △4,158 

当期変動額合計 △4,158 △4,158 △30,181 

当期末残高 26,122 26,122 157,663 



当事業年度（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日） 

(単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 
資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

その他利益

剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 200,000 95,000 16,243 111,243 △179,701 △179,701 131,541 

当期変動額        

当期純利益     △11,804 △11,804 △11,804 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
       

当期変動額合計 - - - - △11,804 △11,804 △11,804 

当期末残高 200,000 95,000 16,243 111,243 △191,506 △191,506 119,736 

 

 

評価・換算差額等 

純資産 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等 

合計 

当期首残高 26,122 26,122 157,663 

当期変動額    

当期純利益   △11,804 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△8,445 △8,445 △8,445 

当期変動額合計 △8,445 △8,445 △20,250 

当期末残高 17,677 17,677 137,413 



重要な会計方針 

 当事業年度 

（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日） 

1．資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品…先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

2．固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産 

建物附属設備、器具備品 

定率法により償却しております。ただし、平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用し

ております。 

なお、主要な耐用年数は以下のとおりです。 

建物附属設備 ３～10年 

器具備品 ５年～６年 

その他 

取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括

償却資産として３年間で均等償却しております。 

 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。 

3．その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 当事業年度 

（平成31年３月31日） （令和２年３月31日） 

※1 減価償却累計額の金額 ※1 減価償却累計額の金額 

建物附属設備 

器具備品 

その他 

ソフトウェア 

2,066千円 

8,071千円 

495千円 

4,223千円 

建物附属設備 

器具備品 

その他 

ソフトウェア 

2,066千円 

8,695千円 

1,868千円 

4,258千円 

減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。 

 

（損益計算書関係） 

※１ 減損損失 

前事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日） 

種類 用途 場所 減損損失計上額 

器具備品 顧客管理 東京都三鷹市 4,939千円 

その他 事務機器 長野県松本市 255千円 

ソフトウェア 顧客管理 長野県松本市 1,870千円 

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を１つのグルーピング

としております。 

当事業年度において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産の帳簿価額をすべて減損

し、7,065千円を減損損失として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないこと

から備忘価額により評価しております。 

 

当事業年度（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日） 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式 9,700株 － － 9,700株 

Ａ種類株式 3,000株 － － 3,000株 

合計 12,700株 － － 12,700株 

 

2．剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 



当事業年度（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日） 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

普通株式 9,700株 － － 9,700株 

Ａ種類株式 3,000株 － － 3,000株 

合計 12,700株 － － 12,700株 

 

2．剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日 

当事業年度 

自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

1．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。また、資金調達につきましては、当面は増資および社債発行による方針であります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制 

営業債権である未収委託者報酬は、ファンドに係る信用リスクに晒されております。投資有価証券は

市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに対しては、継続的なモニタリングによりリ

スク低減を図っております。 

未払金、未払費用はすべて１年以内の支払期日であります。 

社債、未払金、未払費用、未払法人税等は流動性リスクに晒されておりますが、当社では資金繰計画

を作成するなどにより管理しております。 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

 

2．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

 



前事業年度（平成31年３月31日） 

(単位：千円) 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1)現金・預金 

(2)直販顧客分別金信託 

(3)未収入金 

(4)未収委託者報酬 

(5)投資有価証券 

その他有価証券 

12,361 

75,308 

239 

25,136 

 

66,446 

12,361 

75,308 

239 

25,136 

 

66,446 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

資産計 179,492 179,492 － 

(1)未払金 

(2)未払法人税等 

8,103 

1,432 

8,103 

1,432 

－ 

－ 

負債計 9,536 9,536 － 

 

当事業年度（令和２年３月31日） 

(単位：千円) 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1)現金・預金 

(2)直販顧客分別金信託 

(3)未収入金 

(4)未収委託者報酬 

(5)投資有価証券 

その他有価証券 

28,370 

71,623 

720 

29,863 

 

50,779 

28,370 

71,623 

720 

29,863 

 

50,779 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

資産計 181,357 181,357 － 

(1)社債 ※１ 

(2)未払金 

(3)未払費用 

(4)未払法人税等 

30,000 

3,524 

16 

1,528 

30,016 

3,524 

16 

1,528 

16 

－ 

－ 

－ 

負債計 35,070 35,087 16 

※１ 社債には１年内に期限が到来するものを含めて表示しております。 

 

(注)1．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項 

資産 

(1)現金・預金、(2)直販顧客分別金信託、(3)未収入金および(4)未収委託者報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

(5)投資有価証券 

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照くださ

い。 



負債 

(1)社債 

時価について、元利金の合計額を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引

いた現在価値によっております。 

(2)未払金、(3)未払費用および(4)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

 

(注)2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：千円) 

 前事業年度 

（平成31年３月31日） 

当事業年度 

（令和２年３月31日） 

差入保証金 1,920 1,920 

差入保証金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、

合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とし

ておりません。 

 

(注)3．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

前事業年度（平成31年３月31日） 

(単位：千円) 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金・預金 12,361 － － － 

直販顧客分別金信託 75,308 － － － 

未収入金 239 － － － 

未収委託者報酬 25,136 － － － 

 

当事業年度（令和２年３月31日） 

(単位：千円) 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金・預金 28,370 － － － 

直販顧客分別金信託 71,623 － － － 

未収入金 720 － － － 

未収委託者報酬 29,863 － － － 

 

(注)4．社債の決算日後の返済予定額 

前事業年度（平成31年３月31日） 

該当事項はありません。 



 

当事業年度（令和２年３月31日） 

(単位：千円) 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

社債 20,000 － － － 10,000 － 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成31年３月31日） 

1．その他有価証券 

(単位：千円) 

 種 類 貸借対照表計上額 取得原価 差 額 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

66,446 

－ 

－ 

28,882 

－ 

－ 

37,564 

小計 66,446 28,882 37,564 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

小計 － － － 

合 計 66,446 28,882 37,564 

 

2．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) 

(単位：千円) 

区 分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

2,739 

－ 

－ 

1,563 

－ 

－ 

－ 

合 計 2,739 1,563 － 

 

3．減損処理を行った有価証券 

該当事項はありません。 



当事業年度（令和２年３月31日） 

1．その他有価証券 

(単位：千円) 

 種 類 貸借対照表計上額 取得原価 差 額 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

50,779 

－ 

－ 

25,359 

－ 

－ 

25,420 

小計 50,779 25,359 25,420 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

小計 － － － 

合 計 50,779 25,359 25,420 

 

2．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) 

(単位：千円) 

区 分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

8,219 

－ 

－ 

4,696 

－ 

－ 

－ 

合 計 8,219 4,696 － 

 

3．減損処理を行った有価証券 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度 

自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日 

当事業年度 

自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度 

自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日 

当事業年度 

自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



（税効果会計関係） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

             

             

前事業年度 

（平成31年３月31日） 

当事業年度 

（令和２年３月31日） 

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金(*2) 

減損損失 

未払事業税 

千円 

114,350 

2,152 

257 

千円 

100,053 

1,356 

286 

繰延税金資産小計 

 税務上の繰越欠損金に係る評

価性引当額(*2) 

 将来減算一時差異等の合計額

に係る評価性引当額 

116,760 

△114,350 

△2,409 

101,696 

△100,053 

△1,643 

評価性引当額小計(*1) △116,760 △101,696 

繰延税金資産合計 － － 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 

 

11,442 

 

7,742 

繰延税金負債（純額） 11,442 7,742 

(*1)評価性引当額が15,064千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価

性引当額が14,297千円減少したことに伴うものであります。 

(*2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（平成31年３月31日） 

(単位：千円) 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 合計 

税務上の繰越欠損金(a) 18,481 16,961 15,418 11,942 11,500 40,045 114,350 

評価性引当額 △18,481 △16,961 △15,418 △11,942 △11,500 △40,045 △114,350 

繰延税金資産 - - - - - - - 

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

当事業年度（令和２年３月31日） 

(単位：千円) 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 合計 

税務上の繰越欠損金(b) 16,961 15,418 11,942 11,500 13,075 31,154 100,053 

評価性引当額 △16,961 △15,418 △11,942 △11,500 △13,075 △31,154 △100,053 

繰延税金資産 - - - - - - - 

(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 



2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

前事業年度 

（平成31年３月31日） 

当事業年度 

（令和２年３月31日） 

税引前当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

税引前当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

関連情報 

前事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日） 

(1)製品及びサービスごとの情報 

当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。 

 

(2)地域ごとの情報 

①営業収益 

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま

す。 

②有形固定資産 

有形固定資産はすべて本邦に所在しております。 

 

(3)主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がないため、記載しておりません。 

 

当事業年度（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日） 

(1)製品及びサービスごとの情報 

当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。 

 

(2)地域ごとの情報 

①営業収益 

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま

す。 

②有形固定資産 

有形固定資産はすべて本邦に所在しております。 

 

(3)主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がないため、記載しておりません。 

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 



報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者情報） 

1．関連当事者との取引 

(1)財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

前事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日） 

種類 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金 

又は 

出資金 

（千円） 

事業の 

内容 

議決権等の 

所有 

（被所有） 

割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

当社役員が他の

法人の代表者を

兼務している場

合の法人 

ツムラ労働

組合(*2) 

東京都 

港区 

- 労働組合 （被所有） 

直接4.1％ 

社債の発行 

役員の兼任 

社債の発行

(*4) 

利息の支払

い 

10,000 

 

4 

一年内償還

予定の社債 

未払費用 

10,000 

 

4 

親会社の役員が

他の法人の代表

者を兼務してい

る場合の法人 

エプソン労

働組合連合

会(*3) 

長野県 

諏訪市 

- 労働組合 - 社債の発行 社債の発行

(*4) 

利息の支払

い 

10,000 

 

7 

 

社債 

 

未払費用 

10,000 

 

7 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

*1 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

*2 当社監査役玉井光男が代表を務めるツムラ労働組合との取引であります。 

*3 親会社執行委員長品川友が代表を務めるエプソン労働組合連合会との取引であります。 

*4 取引条件については無担保であり、その利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

 

2．親会社に関する注記 

セイコーエプソン労働組合（非上場） 



（１株当たり情報） 

前事業年度 

自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日 

当事業年度 

自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失 

12,414円46銭 

△2,048円98銭 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失 

10,819円97銭 

△929円52銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（損失）に

ついては、潜在株式が存在していないため記載し

ておりません。 

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（損失）に

ついては、潜在株式が存在していないため記載し

ておりません。 

 

１株当たり当期純利益（損失）の算定上の基礎 １株当たり当期純利益（損失）の算定上の基礎 

当期純利益（△損失） 

普通株主に帰属しない金額 

普通株式に係る当期純利益 

（△損失） 

普通株式の期中平均株式数 

株式数の種類別内訳 

普通株式 

Ａ種類株式 

△26,022千円 

－千円 

△26,022千円 

 

12,700株 

 

9,700株 

3,000株 

当期純利益（△損失） 

普通株主に帰属しない金額 

普通株式に係る当期純利益 

（△損失） 

普通株式の期中平均株式数 

株式数の種類別内訳 

普通株式 

Ａ種類株式 

△11,804千円 

－千円 

△11,804千円 

 

12,700株 

 

9,700株 

3,000株 

（注）Ａ種類株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しております。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



中間財務諸表 

 

（１）中間貸借対照表 

(単位：千円) 

 

 

第13期中間会計期間 

（令和２年９月30日） 

資産の部 

流動資産 

現金・預金 

直販顧客分別金信託 

貯蔵品 

仮払金 

前払費用 

未収入金 

未収委託者報酬 

 

 

 

 

 

23,545 

71,608 

1,029 

155 

473 

495 

30,094 

  流動資産合計  127,403 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※１ 

器具備品 ※１ 

その他 ※１ 

  

 

0 

5,010 

240 

有形固定資産合計  5,251 

無形固定資産 

ソフトウェア ※１ 

  

1,540 

無形固定資産合計  1,540 

投資その他の資産 

投資有価証券 

差入保証金 

  

56,149 

1,920 

投資その他の資産合計  58,069 

固定資産合計  64,861 

資産合計  192,264 

負債の部 

流動負債 

一年内償還予定の社債 

預り金 

顧客からの預り金 

未払金 

未払費用 

未払法人税等 

未払消費税等 

  

 

20,000 

9,267 

420 

2,189 

16 

1,497 

742 

流動負債合計  34,134 



固定負債   

社債 

繰延税金負債 

 10,000 

10,066 

固定負債合計  20,066 

負債合計  54,201 

純資産の部   

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 

その他資本剰余金 

  

200,000 

 

95,000 

16,243 

資本剰余金合計  111,243 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

  

 

△196,162 

利益剰余金合計  △196,162 

株主資本合計  115,080 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

  

22,982 

評価・換算差額等合計  22,982 

純資産合計  138,063 

負債純資産合計  192,264 



（２）中間損益計算書 

(単位：千円) 

第13期中間会計期間 

(自 令和２年４月１日 

  至 令和２年９月30日） 

営業収益 

委託者報酬 

  

27,358 

営業収益合計  27,358 

営業費用  14,179 

一般管理費 ※１  20,758 

営業損失  7,579 

営業外収益  7 

営業外費用 ※２  27 

経常損失  7,599 

特別利益 ※３  3,236 

税引前中間純損失  4,362 

法人税、住民税及び事業税  293 

中間純損失  4,655 



（３）中間株主資本等変動計算書 

第13期中間会計期間（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日） 

(単位：千円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 
資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

その他利益

剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 200,000 95,000 16,243 111,243 △191,506 △191,506 119,736 

当中間期変動額        

中間純利益     △4,655 △4,655 △4,655 

株主資本以外の項目の当

中間期変動額（純額） 
       

当中間期変動額合計 - - - - △4,655 △4,655 △4,655 

当中間期末残高 200,000 95,000 16,243 111,243 △196,162 △196,162 115,080 

 

 

評価・換算差額等 

純資産 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等 

合計 

当期首残高 17,677 17,677 137,413 

当中間期変動額    

中間純利益   △4,655 

株主資本以外の項目の当

中間期変動額（純額） 
5,305 5,305 5,305 

当中間期変動額合計 5,305 5,305 649 

当中間期末残高 22,982 22,982 138,063 



注記事項 

（重要な会計方針） 

 第13期中間会計期間 

（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日） 

1．資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品…先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

2．固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産 

建物附属設備、器具備品 

定率法により償却しております。ただし、平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用し

ております。 

なお、主要な耐用年数は以下のとおりです。 

建物附属設備 ３～10年 

器具備品 ５年～６年 

その他 

取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括

償却資産として３年間で均等償却しております。 

 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。 

3．その他中間財務諸表作

成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 



（中間貸借対照表関係） 

第13期中間会計期間 

（令和２年９月30日） 

※1 減価償却累計額の金額 

建物附属設備 

器具備品 

その他 

ソフトウェア 

2,066千円 

9,685千円 

431千円 

4,433千円 

減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。 

 

（中間損益計算書関係） 

第13期中間会計期間 

自 令和２年４月１日 

至 令和２年９月30日 

※1 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

1,037千円 

175千円 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

社債利息 27千円 

※3 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 3,236千円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

第13期中間会計期間（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日） 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間末 

株式数 

普通株式 9,700株 － － 9,700株 

Ａ種類株式 3,000株 － － 3,000株 

合計 12,700株 － － 12,700株 

 

2．剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（リース取引関係） 

第13期中間会計期間 

自 令和２年４月１日 

至 令和２年９月30日 

該当事項はありません。 

 



（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

 

第13期中間会計期間（令和２年９月30日） 

(単位：千円) 

 
中間貸借対照表 

計上額 

時 価 差 額 

(1)現金・預金 

(2)直販顧客分別金信託 

(3)未収入金 

(4)未収委託者報酬 

(5)投資有価証券 

その他有価証券 

23,545 

71,608 

495 

30,094 

 

56,149 

23,545 

71,608 

495 

30,094 

 

56,149 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

資産計 181,894 181,894 － 

(1)社債 ※１ 

(2)未払金 

(3)未払費用 

(4)未払法人税等 

30,000 

2,932 

16 

1,497 

30,016 

2,932 

16 

1,497 

16 

－ 

－ 

－ 

負債計 34,447 34,464 16 

※１ 社債には１年内に期限が到来するものを含めて表示しております。 

 

(注)1．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項 

資産 

(1)現金・預金、(2)直販顧客分別金信託、(3)未収入金および(4)未収委託者報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

(5)投資有価証券 

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照くださ

い。 

負債 

(1)社債 

時価について、元利金の合計額を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引

いた現在価値によっております。 

(2)未払金、(3)未払費用および(4)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

 



(注)2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：千円) 

 中間貸借対照表計上額 

差入保証金 1,920 

差入保証金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、

合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とし

ておりません。 

 

（有価証券関係） 

第13期中間会計期間（令和２年９月30日） 

その他有価証券 

(単位：千円) 

 
種 類 

中間貸借対照表 

計上額 
取得原価 差 額 

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

56,149 

－ 

－ 

23,100 

－ 

－ 

33,049 

小計 56,149 23,100 33,049 

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

小計 － － － 

合 計 56,149 23,100 33,049 

 

（デリバティブ取引関係） 

第13期中間会計期間 

自 令和２年４月１日 

至 令和２年９月30日 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

第13期中間会計期間（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日） 

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

関連情報 

第13期中間会計期間（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日） 

(1)製品及びサービスごとの情報 

当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。 

 



(2)地域ごとの情報 

①営業収益 

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま

す。 

②有形固定資産 

有形固定資産はすべて本邦に所在しております。 

 

(3)主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がないため、記載しておりません。 

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

第13期中間会計期間 

自 令和２年４月１日 

至 令和２年９月30日 

１株当たり純資産額 

１株当たり中間純損失 

10,871円10銭 

△366円61銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益（損失）に

ついては、潜在株式が存在していないため記載し

ておりません。 

 

１株当たり中間純利益（損失）の算定上の基礎 

中間純利益（△損失） 

普通株主に帰属しない金額 

普通株式に係る中間純利益 

（△損失） 

普通株式の期中平均株式数 

株式数の種類別内訳 

普通株式 

Ａ種類株式 

△4,655千円 

－千円 

△4,655千円 

 

12,700株 

 

9,700株 

3,000株 

（注）Ａ種類株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しております。 

 



（重要な後発事象） 

当社は、令和２年８月７日開催の取締役会の決議に基づき、同年11月10日に第３回少人数私募債を次のと

おり発行しております。 

(1)発行総額 20,000千円 

(2)発行価額 額面どおり 

(3)利率   年0.15％ 

(4)償還期日 令和３年11月10日 

(5)償還方法 期日一括償還 

ただし、令和３年５月10日以降、社債権者は中途換金することができる 

(6)担保内容 無担保 

(7)資金使途 直販顧客分別金信託の設定 

 

 

以上 

 

公開日    令和２年12月25日 

作成基準日  令和２年11月24日 

本店所在地  長野県松本市深志一丁目１番21号 

お問い合わせ先      コンプライアンス室 



独立監査人の監査報告書 
令和2年5月26日 

ユニオン投信株式会社 
取締役会 御中 

イ デ ア 監 査 法 人 
東京都中央区 

指 定 社 員 
公認会計士  立 野 晴 朗  ㊞ 

業務執行社員 
 

監査意見 
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ

ているユニオン投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユニオン投信株式

会社の令和2 年3 月31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従

って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。 
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事

項を開示する責任がある。 
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 
財務諸表監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実

施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。 
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも

に、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。 
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査

上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  
 
                                                         
（注） １．上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。 
  ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 



独立監査人の中間監査報告書 
令和2年11月24日 

ユニオン投信株式会社 
取締役会 御中 

イ デ ア 監 査 法 人 
東京都中央区 

指 定 社 員 
公認会計士  立 野 晴 朗  ㊞ 

業務執行社員 
 

中間監査意見 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているユニオ

ン投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中
間監査を行った。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ユニオン投信

株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
 
中間監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監

査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
強調事項 
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和2年8月7日開催の取締役会の決議に基づき、同年11月10日に第3回少人数私募債を発

行した。 
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我

が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。 
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 
中間財務諸表監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよ

うな重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続
を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中
間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。 

・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。 

・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用
な情報を表示しているかどうかを評価する。 
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間

監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 
以  上 

 
                                                          
（注） １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
 ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 
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